
「ウッドマイレージCO₂京都の

木認証」、「京都の木証明」

のいずれが対象になるのか

伝票に記載されていること

「合法性の確認」が記載され

ていること

例：伝票の備考欄に

「上記の木材が合法的に伐採されたことを

確認しました」

「合法性を確認しました」等と記載

「合法木材供給事業体認定番号」

が付与されている場合はその番号

POINT

01

京都府内で伐採された木材が、
府内のみで加工・流通したも
の

ウッドマイレージCO₂
京都の木認証材

合法的に伐採された木材である

ことが記載されていること

認証（証明）依頼について、従来の「京都府産木材認証（ウッドマイレージCO₂京都の木認証）」及び「京都府産木材証明（京都

の木証明）」に加え、両者を一度に依頼する様式を追加（ひろがる京都の木整備事業等、京都府の補助事業に対応）しました。

「京都府産」のみの記述は

京都の木証明の対象木材

として扱います

NEW

京都府産木材認証(証明)の

種類が記載されていること

京都の木証明材

京都府内で伐採された木材が、
加工、流通過程で府外に出た
もの

伝票記載例

【記載上の注意点】
No.

取扱事業体認定番号または

認証機関登録事業体認定番号

下記のとおり納品申し上げます。

○○○○工務店 御中

年 月 日

納品書（サンプル）

上記の京都府産木材は、京都府内の森林から合法的に伐採されたことが確認された木材です。
合法木材供給事業体認定番号:□□□□□□□□

※１：京都府産
（ウッドマイレージCO2京都の木認証対象）

※２：京都府産（京都の木証明対象）

※１

※２

ウッドマイレージCO2京都の木認証材と京都の木証明材が混在する場合

京都府産

（ウッドマイレージCO2京都の木認証対象）

京都府産

（京都の木証明対象）

摘要品名

合計

樹種 規格 数量 摘要欄に「京都府産（ウッドマイ

レージCO₂京都の木認証対象）」又

は「京都府産（京都の木証明対

象）」と記載

※印等で区分し、余白等に記載

「※１京都府産（ウッドマイレー

ジCO₂京都の木認証対象）」及び

「※２京都府産（京都の木証明対

象）」と記載

POINT

01

POINT

02

POINT

01
京都府産木材

認証(証明)の種類

POINT

02 合法性の確認

例１

例２
例２

例１

○○製材所

代表者名

「京都府産」のみの記述は

京都の木証明の対象木材

として扱います

取扱事業体、認証機関登録事業体の皆様へ

認証（証明）に係る伝票（納品書等）には、材の明細（樹種、品名、寸法、数量等）に加え、

下記の２点の記載が必要です。分別管理とともに適正な伝票のリレーをお願いします。

※伝票（納品書等）は、認証（証明）の根拠資料です。必ず確認してください。

点記載のお願い

POINT

02

の

「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」「京都の木証明」


